
消防活動における動画撮影等に関する基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、火災、交通事故、地震、自然災害、テロ災害等の複雑多様化す

る災害の消防活動をより迅速、かつ、適切に遂行し、消防力を向上させるとともに、

消防の任務を十分に果たすため、動画撮影機器及び保存装置の維持管理並びに

動画撮影の運用（以下「動画撮影等」という。）について定めることを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 動画撮影機器 動画撮影機器管理表（第１号様式）で指定する撮影装置、録

画装置その他の機器で構成されるもの。 

（２） 動画 動画撮影機器によって撮影された映像及び音声。 

（３） 静止画 動画撮影機器によって撮影された画像。 

（４） 保存装置 保存装置管理表（第２号様式）で指定する動画及び静止画（以下

「動画等」という。）の保存を行う外部記録媒体。 

（５） 消防活動 道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第１４条の規定に

より、緊急用務を遂行するために出場をした災害等の覚知から帰署までをいう。 

 （職員等の責務） 

第３条 職務上、全ての消防職員は、習志野市個人情報保護条例（平成１０年条例

第２２号）、習志野市情報セキュリティポリシー（平成１５年１０月）、習志野市外部

記録媒体の取扱いに関する基準（平成２０年８月）及び本基準に基づき、動画撮影

等に努めなければならない。 

 （責任者の任命等） 

第４条 消防長は、動画撮影等について、統括責任者及び管理責任者を任命する。 

２ 統括責任者は、次長（警防担当）をもって充てる。 

３ 管理責任者は、各所属長及び当直責任者をもって充てる。 

 （統括責任者の業務） 

第５条 統括責任者は、動画撮影等に関わる全ての消防職員に法令及び本基準を

厳守させ、動画撮影等が適正に行われるように、指導又は助言を行うこととする。 

 （管理責任者の業務） 

第６条 管理責任者は、次に掲げる各号の業務を行う。 

（１） 動画撮影の適正な運用に関すること。 

（２） 動画撮影機器及び保存装置の導入、維持管理及び廃棄に関すること。 

（３） 動画等の保存及び削除に関すること。 

（４） その他統括責任者が定めること。 



（動画撮影機器の配備等） 

第７条 動画撮影機器は、管理責任者が配備する台数を決定するものとする。 

２ 管理責任者は、前項により配備した動画撮影機器を適切に維持するため、動画

撮影機器管理表により管理するものとする。 

３ 動画撮影機器は、習志野市外部記録媒体の取扱いに関する基準に基づき、外部

記録媒体の承認を必ず得るものとする。 

４ 動画撮影機器は、各所属の鍵付きの場所に保管し、管理責任者が責任をもって

管理するものとする。 

（保存装置の配備等） 

第８条 保存装置は、動画撮影機器を配備している所属に配備し、管理責任者が配

備する台数を決定するものとする。 

２ 管理責任者は、前項により配備した保存装置を適切に維持するため、保存装置

管理表により管理するものとする。 

３ 保存装置は、習志野市外部記録媒体の取扱いに関する基準に基づき、外部記録

媒体の承認を必ず得るものとする。 

４ 保存装置は、各所属の鍵付きの場所に保管し、管理責任者が責任をもって管理

するものとする。 

（消防活動における動画撮影及びデータ利用の原則） 

第９条 消防活動における動画撮影は、教育資料の作成、事後検証の資料、活動報

告書の作成、火災の原因調査及び消火のために受けた被害の損害調査等を目的

とし、火災、交通事故、地震、自然災害、テロ災害等の場合のみ行うことが出来る。 

２ 前項で撮影した動画は、活動終了後速やかに削除するものとする。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 心神喪失、意識障害、心肺停止状態又は所在不明等の事由により、本人か

ら同意を得ることが困難なとき。 

３ 前項に規定する同意を得るときは、個人情報取扱同意書（第３号様式）によるもの

とする。 

４ 本条第２項の規定により、動画を保存する場合には、帰署後速やかに保存装置に

保存し、動画撮影機器により撮影した動画管理簿（第４号様式）にて、適切に管理

するものとする。 

（データの加工） 

第１０条 保存装置内のデータをトリミングやモザイク等により加工する場合は、保存

装置内のデータをコピーし、保存装置以外の消防本部が所管する本市の構内情報

通信網に接続された情報機器（以下「情報機器」という。）でのみ行うものとする。 

２ 加工を行ったデータは、情報機器に保存し、消防本部内で適切に管理するものと

する。 



（保存期間） 

第１１条 情報機器に保存したデータの保存期間は、次の各号のとおりとする。 

 （１） 教育資料とすることを目的として保存した動画及び静止画 目的が終了する

まで 

 （２） 火災現場において撮影し、保存した動画及び静止画（前号のものを除く） 覚

知日から３年間 

 （３） その他の災害現場において撮影し、保存した動画及び静止画（本条第１号の

ものを除く） 覚知日から１年間 

２ 前項に関わらず、警察、弁護士等から法令等の定めにより、提供依頼があったも

のについては、依頼をうけた年度から５年間保存するものとする。 

３ 保存期間が全て経過した動画及び静止画にあっては、速やかに削除するものと

する。 

（外部提供等） 

第１２条 動画撮影機器で撮影された全ての動画等は提供してはならない。ただし、

警察、弁護士等の捜査機関等が法令等に基づいて行う、捜査、調査、照会等に対

して回答をする場合は、この限りではない。 

２ 統括責任者及び管理責任者は、前項の規定により回答をする場合は、文書の提

出を求めることとし、提供する情報は必要最小限に留めるものとする。 

（苦情等への対応） 

第１３条 統括責任者及び管理責任者は、市民等から動画撮影に関する苦情等を受

けた時は、迅速、かつ、適切に対応しなければならない。 

（補足） 

第１４条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。 

 

附 則 

この基準は、令和３年１１月１日から施行する。 



別紙１

【保存装置に保存】
警察、弁護士等から法令等の
定めにより、提供依頼があっ
た場合は、依頼があった年度

から　５年
（第１１条第２項）

削　　除

活動報告書

事後検証

教育資料

保存期間

本人同意あり
（第９条第２項第１号）

【情報機器に保存】
作成した教育資料の

目的が終了するまで保存
（第１１条第１項第１号）

本人収集不可
（第９条第２項第２号）

消防活動中に
動画を撮影
（第９条）

火災調査

本人拒否
（第９条第２項）

【保存装置に保存】
報告書と同様の保存期間
・火災　　　　　　　３年
（第１１条第１項第２号）
・その他の災害　１年
（第１１条第１項第３号）

消防活動における動画撮影等フローチャート



整理番号 機 器 名 型式・型番 数量 購入先 購入年月日 処分年月日 処分理由 保管場所 備 考

第１号様式（第２条第１項第１号）

動 画 撮 影 記 録 機 器 管 理 表



整理番号 機 器 名 型式・型番 数量 購入先 購入年月日 処分年月日 処分理由 保管場所 備 考

第２号様式（第２条第４項）

保 存 装 置 管 理 表



第３号様式（第９条第３項） 

 

 個人情報取扱同意書 

 

私は、習志野市消防本部における個人情報の取扱いについて、下記の事項を確

認の上、同意いたします。 

記 

 

１ 個人情報の利用目的と保存期間 

習志野市消防本部が次の目的の範囲内において、個人情報を利用すること。 

※ 利用してよいものにチェック☑をつけてください。 

チェック欄 個人情報の利用目的 保存期間 

①  □ 
消防活動をより迅速、かつ、適切に遂行するための 

事後検証及び教育の資料作成 

【教育資料としての目的

が終了するまで】 

②  □ 消防活動の報告書作成 
【火災は３年間、 

その他の災害は１年間】 
③  □ 火災の原因及び消火のために受けた被害の損害調査 

（①～③以外で利用する場合には、以下に記載していただいた連絡先に連絡します。） 

※ 個人情報とは、本人のほか特定の個人を識別できるものを指します。 

※ 消防活動は、火災に限らず交通事故、地震、自然災害、テロ災害等に対する活動も含まれます。 

 

２ 個人情報等の第三者への提供 

警察、弁護士等から法令等の定めにより、個人情報の提供を求められた場合は、 

第三者に提供することがあります。 

 

３ 個人情報の開示 

個人情報の開示の求め（原則、本人からの請求に限ります。）があった場合には、 

習志野市個人情報保護条例に基づき、対応します。 

 

年   月   日 

 

住所 
 

氏名 
 

連絡先 
 



整理番号 覚知日時 災害種別 発生場所 保存期間 本人同意 確認印 備考

R 3 - 1
令和   ３年  １月   １日

１２時００分
建物火災 鷺沼２丁目１番４３号 ３年 有　・　無 ㊞ 保存期間変更　No.００

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

　　　　　年　　月　　日
　　時　　分

　年 有　・　無

第４号様式（第９条第４項）

動画撮影機器により撮影した動画管理簿

※　保存装置ファイル保存名：整理番号＋発生場所＋（災害種別）
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